
稚内市中小企業振興助成金（人材確保等支援事業助成金）交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、稚内市中小企業振興基本条例（平成 29 年稚内市条例第 11

号）第５条第４号に掲げる基本方針に基づき、中小企業者等が事業活動を担

う人材の確保及び育成を図るため、経営者及び従業員を研修に参加させる事

業、合同企業説明会等に出展する事業、インターンシップを受け入れる事業

又は採用活動を促進する事業の実施に必要な経費に対して稚内市中小企業振

興助成金（人材確保等支援事業助成金）（以下「助成金」という。）を交付す

ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(１) 中小企業者 中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第２条第１項

各号に掲げるものをいう。 

(２) 公的機関 営利を目的としない公共的な活動を営む機関をいう。 

（助成対象者） 

第３ 助成金の交付を受けることができる者は、中小企業者その他市長が適当

と認める者（以下「中小企業者等」という。）であって、次に掲げる要件を全

て満たしているものとする。 

(１) 稚内市内に主たる事務所を有する個人又は法人であること。 

(２) 市税等の滞納がないこと。 

(３) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団に関係する者でないこと。 

(４) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者でな

いこと。 

（助成対象事業） 

第４ 助成金の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、次に掲げ

る事業とする。ただし、国、道、市等の他の助成制度の適用を受けている場

合は、助成対象事業としない。 

(１) 中小企業者等が独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する中小企

業大学校等の公的機関が実施する研修（法令により義務付けられている研

修及び受講したことを証明する修了証等が発行されない研修を除く。）に経

営者及び従業員（市外で勤務しているこれらの者を除く。）を参加させる事

業（以下「研修参加事業」という。） 

(２) 中小企業者等が事業活動に必要な人材を確保するために、合同企業説

明会等（離職者、転職希望者、大学等の卒業予定者その他の就職希望者へ



企業説明等を行うことを目的に、市外において、かつ、広く一般に公開さ

れている催しその他これに準ずる催しをいう。以下同じ。）に出展する事業

をいう。（以下「合同企業説明会等出展事業」という。） 

(３) 中小企業者等が人材を確保し、及び採用後のミスマッチを解消するた

め、学生（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学、大学院、

短期大学、高等専門学校又は専修学校に在籍する者をいう。以下同じ。）の

インターンシップ（市内において実施する就業体験（採用予定者の事前研

修の一環として行われるものを除く。）をいう。）を受け入れる事業（以下

「インターンシップ受入事業」という。） 

(４) 中小企業者等が人材確保のため、就職情報ウェブサイトへの登録、就

職情報冊子等への掲載、自社のホームページの新設又は改修、若しくはＰ

Ｒ動画等を作成して、採用活動を促進する事業（以下「採用活動促進事業」

という。） 

（助成対象経費） 

第５ 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、助

成対象事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。 

（助成金の交付額） 

第６ 研修参加事業に係る助成金の交付額は、助成対象経費の２分の１以内の

額であって、受講者１人につき５万円を超えず、かつ、15 万円を超えない額

とする。 

２ 合同企業説明会等出展事業に係る助成金の交付額は、助成対象経費の３分

の２以内の額であって、30万円を超えない額とする。 

３ 合同企業説明会等出展事業に係る助成金の助成回数は、各中小企業者等に

つき１会計年度において、１回とする。 

４ インターンシップ受入事業に係る助成金の交付額は、助成対象経費の３分

の２以内の額であって、学生１人につき５万円を超えず、かつ、15 万円を超

えない額とする。 

５ 採用活動促進事業に係る助成金の交付額は、助成対象経費の２分の１以内

の額であって、10万円を超えない額とする。 

６ 助成金の交付額の総額は、当該年度の予算で定める額を超えることができ

ない。 

（交付の申請） 

第７ 助成金の交付を受けようとする者は、助成対象事業開始日の２日前（土

曜、日曜、祝日及び 12月 30日から翌年１月５日までの日数は、算入しない。）

までに助成金の交付の申請をしなければならない。 

２ 稚内市補助金等交付規則（平成 17 年稚内市規則第 18 号）第６条第１項第

４号に掲げる市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる事業の区分に応



じ、当該各号に定める書類とする。 

(１) 研修参加事業 受講申込書の写し、受講料を明らかにすることができ

る書類、市税等を滞納していないことを証明する書類及び別記様式の勤務

地証明書 

(２) 合同企業説明会等出展事業 合同企業説明会等の募集要項、合同企業

説明会等の出展申込書の写し及び市税等を滞納していないことを証明する

書類 

(３) インターンシップ受入事業 実習日ごとの実習内容が分かる書類、学

生であることを証明する書類及び市税等を滞納していないことを証明する

書類 

(４) 採用活動促進事業 就職情報ウェブサイト又は就職情報冊子等の掲載

内容がわかる書類、当該事業に係るホームページ若しくはＰＲ動画等の説

明資料及び市税等を滞納していないことを証明する書類 

（実績報告の提出） 

第８ 稚内市補助金等交付規則第 16条第３号に掲げる市長が必要と認める書類

は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 

(１) 研修参加事業 各経費の支払を証明する書類及び受講した公的機関か

ら発行される修了証等の写し 

(２) 合同企業説明会等出展事業 各経費の支払を証明する書類及び出展状

況等の確認ができる写真 

(３) インターンシップ受入事業 各経費の支払を証明する書類及び実習状

況等の確認ができる写真 

(４) 採用活動促進事業 各経費の支払を証明する書類及びホームページ又

はＰＲ動画等の内容が確認できる書類 

（補則） 

第９ この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、稚内

市補助金等交付規則及び稚内市補助金の交付に関する取扱規程（平成 17年稚

内市訓令第７号）に定めるところによる。 

附 則（令和５年７月４日決裁） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年７月４日から施行し、令和５年４月１日から適用す

る。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月 31日限り、その効力を失う。ただし、同日まで

に交付の決定が行われた助成金については、なお従前の例による。 

 

 



別表（第５関係） 

助成対象事業 助成対象経費 

研修参加事業 旅費（市外で開催される場合に限る。） 受講料 

合同企業説明

会等出展事業 

旅費 出展小間料 消耗品費 備品借用費 通信運搬費 

小間装飾費 市長が特に必要と認める経費 

インターンシ

ップ受入事業 

旅費（学生に対し支給したものに限る。） 保険料 

教材費 市長が特に必要と認める経費 

採用活動促進

事業 

広告料 外部委託費 作成ソフト購入費 ドメイン取得

費 市長が特に必要と認める経費 

 

別記様式（第７関係） 〔別添〕 


